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１．助成の目的

本助成は、交通事故医療の研究に携わる医師等研究者への支援を通じて、救急医
療およびリハビリ医療の進歩に寄与し、交通事故被害者の救命および社会復帰を促
進することを目的とします。

２．助成の対象

本助成の対象は、交通事故医療に関する臨床的研究とします。

３．助成額および助成件数

(1) 本助成の助成金の１件当たりの額は、１００万円以内とします。
(2) 本助成の助成件数は、２５件を上限とします。

４．応募資格

交通外傷に携わる研究者または研究機関とします。なお、複数人のグループで研
究を行う場合は、グループの代表者１名が申請してください。
応募にあたっては、研究の内容を承知している所属機関長などの承認を受けてく

ださい。

５．募集期間

令和８年８月１日から同年８月３１日とします。

６．募集方法

一般公募とします。

７．応募方法

全国共済農業協同組合連合会 ＪＡ共済 地域貢献活動「ちいきのきずな」
ホームページ(https://social.ja-kyosai.or.jp/jibaiseki/)に掲載されている
「ＪＡ共済交通事故医療研究助成申請書」をダウンロードし、必要事項を記入し、
押印（電子印鑑可）のうえ、事務局宛にE-mail（ josei@jkri.or.jp ）で送信くだ
さい。

８．選考方法・採否等の通知

本会が委嘱した学識経験者による「医療研究助成審査委員会」における審査を経
て決定します。
また、採否および助成金の額は、令和９年２月末日までに申請者に通知します。

ただし、採否の理由等につきましては一切通知しません。

９．助成金の交付

助成金は、令和９年４月末日までに交付します。



10．助成の対象となる経費

本助成の対象となる経費は、次に掲げるものとします。
(1) 研究に要する機器備品（パソコンなど汎用性のある機器は除く）の
    購入費（賃借料含む）

(2) 交通費（当該研究の遂行に必要な交通費に限る）

(3) 図書・資料の購入費

(4) 材料・消耗品費

(5) 論文投稿費用

(6) その他、本人・共同研究者以外の者に対する謝金など研究に必要なもの

11．助成の対象外となる経費

以下の経費は助成の対象外となりますので、ご了承ください。
 研究に「直接」必要な経費ではないもの（周辺的・補助的な経費は対象外）
 研究以外にも使用可能な、汎用性・資産性のあるもの

※「研究に関連している」「研究のために使用する」という理由のみでは、
助成対象とはなりません。
研究目的との直接性・必要性が明確であることが求められます。

＜具体例＞
（1）パソコン、カメラ、携帯端末、プリンタ、机、椅子等汎用性の高い機器備品

※ 研究専用であっても、汎用性が高いと判断される場合は対象外となります。

（2）OS、MS Office等のパッケージソフトやハードウェア・ソフトウェア等
※ 研究専用に開発・使用される特殊ソフトを除き、原則対象外です。

（3）実費相当額を超える交通費（グリーン車、ビジネスクラス等の特別料金）
※ 原則として、最も経済的・合理的な経路による実費が対象となります。

（4）資産性・汎用性・耐久性のある機器・設備
※ 研究の終了後も継続的に使用可能な機器（診断機器、医療機器、一般機器等）
   は対象外です。

（5）他の助成金（科研費等）で全額が賄われている経費
※ 他の助成金との重複計上に該当するため対象外です。

（6）娯楽のための費用

（7）その他研究に必要と捉えられない経費

令和９年４月１日から１年の間に行われる研究に対して助成します。

13．研究成果の著作権

本会に提出された研究論文等の著作権は研究者に帰属します。

12．助成期間



14．助成金受領者の義務

(1) 助成を受けた研究者は、助成期間終了後１カ月以内に、研究成果にかかる
    報告書・抄録および助成金使途報告書を事務局に提出しなければならないもの
    とします。

(2) 研究成果にかかる報告書は、日本語で 1.目的、2.方法、3.結果、4.考察、
    5.結語、6.参考文献の項目順に記載し、五千字以上で作成してください。
    また、研究成果にかかる報告書、抄録は本会が発行する機関誌、ホームページ
    に掲載されることがあります。

(3) 研究計画の変更を行うときは、あらかじめ審査委員会の承認を受けなければ
ならないものとします。

(4) 事務局より研究の進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告しなけれ
ばならないものとします。

(5) 研究を中止する場合、所定期間内に研究報告書が提出されない場合、その他
助成の趣旨に反すると本会が判断した場合は、助成金を返還しなければならな
いものとします。

(6) 助成金使途報告書の提出にあたっては、領収書の写しを添付しなければならな
いものとします。

(7) 報告時に未使用の助成金額がある場合には、未使用助成金の返金を求めるほか、
次年度以降３年間の助成対象から除外することがあります。

15．研究成果の学術発表

研究成果を学会誌、学術誌等に投稿する場合は、この研究が全国共済農業協同組
合連合会（英文名称：ＺＥＮＫＹＯＲＥＮ（National Mutual Insurance Federation
of Agricultural Cooperatives)) の助成によりなされたことを明記してください。
また、投稿論文が掲載された場合、事務局にご郵送ください（写しも可）。

16．個人情報の利用目的

本会は、本助成の募集により取得した個人情報を助成選考の目的で利用します。
この目的に必要な範囲を超えて利用せず、また、一般社団法人 ＪＡ共済総合研究
所および医療研究助成審査委員会委員以外の第三者に提供しません。

17．事務局の設置

本助成にかかる事務局は、一般社団法人 ＪＡ共済総合研究所 医療研究研修部
に設置します。

18．その他

本助成は、都合により変更または中止となる場合がございます。
その場合は、令和９年２月末日までに申請者に通知します。

以上
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